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   Ｇ０９Ｇ   3/20    ６４２Ｅ
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【手続補正書】
【提出日】平成20年10月10日(2008.10.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像の適応コントラスト向上のための装置であって、
　（ａ）画像を受け取る処理、
　（ｂ）前記画像の輝度ヒストグラムに従って伝達曲線を選択する処理、および
　（ｃ）前記伝達曲線に従って前記画像のコントラストを向上させる処理
を行なうコントローラを備え、
　前記伝達曲線は、前記画像が大部分、低輝度ピクセルを備えるとき、画像中の中輝度お
よび低輝度ピクセルについての輝度レベルを実質的に変えることなく、高輝度ピクセルに
ついての輝度レベルを増し、
　前記伝達曲線は、前記画像が大部分、高輝度ピクセルを備えるとき、画像中の中輝度お
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よび高輝度ピクセルについての輝度レベルを実質的に変えることなく、低輝度ピクセルに
ついての輝度レベルを減らし、
　前記伝達曲線は、前記画像が大部分、中輝度ピクセルを備えるとき、中輝度ピクセルに
ついての輝度レベルを実質的に変えることなく、前記画像中の高輝度ピクセルについての
輝度レベルを増し、かつ低輝度ピクセルについての輝度レベルを減らす
　特性を備えた装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の装置であって、前記コントローラは、更に、
　（ｄ）前記画像の前記輝度ヒストグラムを生成する処理を行なう装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の装置であって、更に、前記画像を表示するディスプレイを備える装置
。
【請求項４】
　請求項３に記載の装置であって、前記ディスプレイは、ＬＣＤスクリーン、ＯＬＥＤス
クリーン、ＤＬＰスクリーン、ＣＲＴおよびプラズマパネルからなるグループから選択さ
れている装置。
【請求項５】
　ディスプレイ装置を制御するための方法であって、
　画像を受け取ることと、
　前記画像の輝度ヒストグラムに従って伝達曲線を選択することと、
　前記伝達曲線に従って前記画像のコントラストを向上させることと、
を含み、
　（ａ）前記伝達曲線は、前記画像が大部分、低輝度ピクセルを備えるとき、画像中の中
輝度および低輝度ピクセルについての輝度レベルを実質的に変えることなく、高輝度ピク
セルについての輝度レベルを増し、
　（ｂ）前記伝達曲線は、前記画像が大部分、高輝度ピクセルを備えるとき、画像中の中
輝度および高輝度ピクセルについての輝度レベルを実質的に変えることなく、低輝度ピク
セルについての輝度レベルを減らし、
　（ｃ）前記伝達曲線は、前記画像が大部分、中輝度ピクセルを備えるとき、中輝度ピク
セルについての輝度レベルを実質的に変えることなく、前記画像中の高輝度ピクセルにつ
いての輝度レベルを増し、かつ低輝度ピクセルについての輝度レベルを減らす
　方法。
【請求項６】
　請求項５に記載の方法であって、さらに、
　前記画像をディスプレイ上に表示すること
　を含む方法。
【請求項７】
　請求項６に記載の方法であって、コントラスト向上が前記ディスプレイ内のユーザ定義
可能な領域に適用される方法。
【請求項８】
　請求項６に記載の方法であって、さらに、
　前記画像についての前記輝度ヒストグラムを生成すること
　を含む方法。


	header
	written-amendment

